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職場のハラスメント防止措置義務化

への対応は進んでいますか？  

 

◆４月から中小企業もパワハラ防止措置

が義務化に  

2020 年６月１日にパワハラ防止法

（改正労働施策総合推進法）が施行され

ました。中小企業については、2022 年

３月 31 日まではパワハラ防止措置は努

力義務とされ、猶予期間が設けられてい

たところ、いよいよ 2022 年４月１日か

ら義務化されます。  

未対応という会社は、すぐにでも確認

をしていきましょう。  

◆パワハラ相談件数増加の企業が最多  

一般社団法人日本経済団体連合会（経

団連）が実施した「職場のハラスメント

防止に関するアンケート結果」（調査期

間 2021 年９月７日～10 月 15 日、会

員企業 400 社から回答）によれば、５

年前と比較した相談件数として、パワー

ハラスメントに関する相談件数は、「増

えた」が 44.0％と最も多くなっていま

す。増加の理由として、「法施行に伴う

社会の関心の高まり、相談窓口の周知の

強化」などが挙げられています。  

すでに施行済みである大企業の会員が

多い経団連ですが、今後中小企業でも同

様のことが予想されます。  

◆効果的な取組みの例  

本調査によれば、ハラスメント防止・

対応の課題について、特に当てはまる上

位３つとして、「コミュニケーション不

足」（63.8％）、「世代間ギャップ、価

値観の違い」（55.8％）、「ハラスメン

トへの理解不足（管理職）」（45.3％）

が挙げられています。これらへの効果的

な取組み事例としては、ハラスメントに

関する研修の実施、ｅラーニング実施、

事案等の共有、コミュニケーションの活

性化のための１on１ミーティングの実

施、社内イベントの実施などが挙げられ

ています。ぜひ参考にしてみてください。 

【日本経済団体連合会「職場のハラスメ

ント防止に関するアンケート結果」】  

https://www.keidanren.or.jp/polic

y/2021/114.pdf 

    

 

求人サイト等の運営に関するルール

が整備されます  

 

◆求人広告件数は回復傾向  

 公益社団法人全国求人情報協会の集計

結果で、10 月の求人広告の職種分類別

件数が全体で 922,904 件となり、前年

同月比＋20.2％と増加しています。雇用

形態別でも、正社員が同＋41.1％、アル

バイト・パートが＋11.8％、契約社員他

が＋19.1％と、求人が回復傾向を見せて

います。  

◆ハローワークより求人サイト等経由で

採用決定に至る求職者が多い  
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 同協会が厚生労働省の研究会に提出し

た資料によれば、求人メディア（折込求

人紙、フリーペーパー、求人情報 WEB

サイト等）経由での採用決定が 37.6％、

ハローワーク経由での採用決定が

12.0％と、雇用仲介事業者が労働市場に

おける存在感を増しています。  

◆ルール未整備の中、トラブルも  

 一方、こうした求人メディアの利用を

めぐるトラブルも増えています。  

例えば、広告等で示された条件と異な

る内容が含まれていないかを求職者が確

認する労働契約締結前の労働条件明示に

関するトラブル、個人情報の取扱いをめ

ぐるトラブル、ハローワークに求人を提

出した企業が広告の無料掲載を持ちかけ

られ、無料期間終了後有料契約に自動更

新されて高額な掲載料を要求されたりす

るトラブルなどが確認されています。  

事業者の中には苦情・相談体制が整っ

ていないところもあり、安心して利用で

きる仕組みづくりが求められています。  

◆来年の通常国会に職業安定法の改正案

を提出予定  

 12 月８日、こうした状況を受けて労

働政策審議会が厚生労働大臣に対し、ル

ールの整備に関する建議を行いました。

厚生労働省では、この建議を踏まえて職

業安定法の改正法案要綱を作成するとし

ており、来年の通常国会への法案提出が

予定されています。  

【公益社団法人全国求人情報協会「求人

広告掲載件数等集計結果（2021 年 10

月分）」】  

https://www.zenkyukyo.or.jp/outline/

research/ 

 

【厚生労働省「第 15 回  労働市場にお

ける雇用仲介の在り方に関する研究会」

資料】  

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpag

e_19107.html 

 

 

いまどき就活生の意識の変化と企業

選びのこだわりとは？  

 

◆就活生の意識の変化  

長期化するコロナ禍で、学生の就職意

識はどのように変化しているのでしょう

か。  

就職情報大手のディスコの調査による

と、2021 年 10 月１日の正式内定解禁

日における 2022 年卒の学生の内定率

は、前年（88.6％）よりはわずかに下回

るものの、88.4％でした。同社の 2023

年卒学生に向けたモニター調査では、１

学年上の先輩（2022 年卒）と比較して、

就職戦線をどう見ているかという質問に

対して、「非常に厳しくなる」7.1％、「や

や厳しくなる」44.0％と、厳しくなると

答えた学生は  51.1％で、前年同期調査

（計  93.7％）よりも大幅に減少してい

ます。一方で、「やや楽になる」が急増し

（6.0％→48.8％）、「厳しくなる」と見

ている学生と、「楽になる」と見る学生が

ほぼ半々で、見方が分かれています。  

◆企業選びのこだわり  

学生からよく挙がる５項目（社風・人

／仕事内容／給与・待遇／勤務地／企業

規模）へのこだわり度合いについては、

最も「強くこだわる」のが「社風・人」

（57.5％）で、「ややこだわる」（34.5％）

をあわせると  ９  割（計  92.0％）を超

えています。「仕事内容」も９割超（計  

91.3％）、次いで「給与・待遇」が計

86.4％、「勤務地」が計 68.6％、「企業

規模」は計 56.6％となっています。  

つまり、「どこでどれだけのことをして

くれるのか（待遇）」よりも、自発的に「ど

んな会社（環境）で何がしたいか」を重

要視する学生が多いということがうかが

えます。  

【株式会社ディスコ「23 卒学生の 11

月後半時点の就職意識調査」】  

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/0

00000570.000003965.html 
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